
議 案 頁 数 

１９号 １ 

 

議案第１９号 

 

 

 

地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 

 

 地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり制定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日 提  出 

 

 

守谷市長 松 丸 修 久 

 

 

令和  年  月  日 原案 決 

 

 

 

 



議 案 頁 数 

１９号 ２ 

 

 地方自治法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

 （守谷市監査委員条例の一部改正） 

第１条 守谷市監査委員条例（昭和５３年守谷町条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第３条中「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」

に改める。 

 （守谷市公営企業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 守谷市公営企業の設置等に関する条例（平成１６年守谷市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

  第７条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」

に改める。 

 （守谷市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正） 

第３条 守谷市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和３年守谷市

条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項」

に，「第２４３条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改め

る。 

附 則 

この条例は，地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）附 

則第１条第３号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 頁 数 

１９号 ３ 

 

提案理由（議案第１９号） 

 

 提案の理由を申し上げます。 

本案は、地方自治法の一部改正に伴い、既存の引用条項にずれが生じる条例

について所要の改正を行うため、関係条例の整理に関する条例を制定するもの

です。 

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。



守谷市監査委員条例新旧対照表（第１条関係） 

改  正 現  行 

（請求又は要求の監査） （請求又は要求の監査） 

第３条 監査委員は，法第７５条第１項，第９８条第２

項，第１９９条第６項及び第７項並びに第２３５条の

２第２項並びに第２４３条の２の９第３項の規定によ

る監査の請求又は要求を受理したときは，やむを得な

い場合を除くほか，６０日以内にこれを行わなければ

ならない。 

第３条 監査委員は，法第７５条第１項，第９８条第２

項，第１９９条第６項及び第７項並びに第２３５条の

２第２項並びに第２４３条の２の８第３項の規定によ

る監査の請求又は要求を受理したときは，やむを得な

い場合を除くほか，６０日以内にこれを行わなければ

ならない。 
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守谷市公営企業の設置等に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

改  正 現  行 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の２の９第８項の規

定に基づき，事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は

，当該賠償責任に係る賠償額が１００万円以上である

場合とする。 

第７条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４３条の２の８第８項の規

定に基づき，事業の業務に従事する職員の賠償責任の

免除について議会の同意を得なければならない場合は

，当該賠償責任に係る賠償額が１００万円以上である

場合とする。 
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守谷市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例新旧対照表（第３条関係） 

改  正 現  行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の８第１項の規定に基づき，市

長若しくは委員会の委員若しくは委員又は市の職員（

同法第２４３条の２の９第３項の規定による賠償の命

令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。）

の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせる

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４３条の２の７第１項の規定に基づき，市

長若しくは委員会の委員若しくは委員又は市の職員（

同法第２４３条の２の８第３項の規定による賠償の命

令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。）

の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせる

ことに関し必要な事項を定めるものとする。 
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